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委
員
会
審
査

委
員
会
審
査

�

鶴
ヶ
島
市
女
性
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
鶴

ヶ
島
市
市
民
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

施
設
使
用
料
の
見
直
し
に
伴
い
、
鶴

ヶ
島
市
女
性
セ
ン
タ
ー
及
び
鶴
ヶ
島
市

市
民
セ
ン
タ
ー
の
施
設
使
用
料
の
額
を

改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

南
市
民
セ
ン
タ
ー
と
大
橋
市
民
セ

ン
タ
ー
の
使
用
料
に
改
定
が
な
い

理
由
は
。

�

秘
書
政
策
課
長　

過
去
３
年
間
の

人
件
費
や
施
設
の
管
理
費
な
ど
の

必
要
経
費
を
再
計
算
し
た
が
、　

円
単

５０

位
と
す
る
端
数
処
理
を
行
っ
た
結
果
、

南
市
民
セ
ン
タ
ー
と
大
橋
市
民
セ
ン
タ

ー
は
変
化
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
個
人

市
民
税
及
び
法
人
市
民
税
の
延
滞
金
額

の
計
算
期
間
の
見
直
し
並
び
に
特
定
一

般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場

合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
の
創
設
を
す

る
と
と
も
に
、
外
国
人
等
の
国
際
運
輸

業
に
係
る
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に

よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
に
関
す
る
法

律
の
一
部
改
正
に
伴
う
課
税
の
特
例
の

創
設
等
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

新
た
に
創
設
さ
れ
た
医
療
費
控
除

の
特
例
の
内
容
は
。

議案第５９号ＱＡ議案第６１号Ｑ

条　
　

例

一　

般　

会　

計

�

税
務
課
長　

特
定
健
康
診
査
等
を

受
け
た
人
が
、
症
状
等
を
自
身
で

治
す
た
め
、
指
定
さ
れ
た
医
療
薬
を
購

入
し
た
場
合
に
、　

万
円
を
限
度
と
し

１０

て
、
１
万
２
０
０
０
円
を
超
え
た
額
を

控
除
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

係
る
包
括
的
支
援
事
業
を
実
施
す
る
た

め
の
職
員
等
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

置
く
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
基
準
の

改
正
等
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

�

主
任
介
護
支
援
専
門
員
に
求
め
ら

れ
る
新
た
な
役
割
は
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

地
域
の
社
会

資
源
の
活
用
に
向
け
た
関
係
機
関

と
の
連
携
な
ど
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
と
い
う
よ
う
な
職
責
が
強
化
さ
れ

て
い
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴

う
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
及

び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
に
係

る
賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
を
す
る
と
と

も
に
、
外
国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係

る
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所

得
税
等
の
非
課
税
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
う
特
例
適
用
利
子
等
の
額

及
び
特
例
適
用
配
当
等
の
額
を
課
税
す

る
際
の
所
得
に
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ａ議案第６２号ＱＡ議案第６３号

�

賦
課
限
度
額
の
引
上
げ
の
国
民
健

康
保
険
財
政
に
お
け
る
影
響
は
。

�

保
険
年
金
課
長　

全
体
で
約
７
０

０
万
円
の
増
収
を
見
込
ん
で
い
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
立
図
書
館
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

鶴
ヶ
島
市
立
中
央
図
書
館
の
視
聴
覚

室
、
展
示
室
等
の
施
設
の
使
用
時
間
の

変
更
に
伴
い
、
日
額
使
用
料
を
廃
止
す

る
も
の
で
あ
る
。

�

日
額
使
用
料
の
廃
止
に
係
る
指
定

管
理
へ
の
移
行
と
予
約
シ
ス
テ
ム

と
の
関
係
は
。

�

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
長　

指
定

管
理
者
制
度
へ
の
移
行
で
１
日
の

開
館
時
間
が
８
・
５
時
間
か
ら　

時
間

１０

に
延
長
さ
れ
た
。
公
共
施
設
予
約
シ
ス

テ
ム
の
更
新
に
よ
り
、
新
し
い
開
館
時

間
に
合
わ
せ
た
施
設
予
約
と
使
用
料
の

設
定
が
可
能
に
な
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
議
会
の
同
意
を
得
て

任
命
す
る
こ
と
と
な
る
農
業
委
員
会
の

委
員
の
定
数
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

農
業
委
員
会
委
員
の
選
定
に
お
け

る
認
定
農
業
者
数
の
要
件
は
。

�

基
本
的
に
は
過
半
数
で
あ
る
が
、

難
し
い
場
合
に
は
４
分
の
１
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
農
業
委
員
会
の
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例

に
つ
い
て

ＱＡ議案第６４号ＱＡ議案第６５号ＱＡ議案第６６号

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第　
１８

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
鶴
ヶ
島
市

農
業
委
員
会
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
の
定
数
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

�

非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
鶴
ヶ
島
市
農
業
委
員

会
の
委
員
及
び
農
地
利
用
最
適
化
推
進

委
員
の
報
酬
額
等
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。

�

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進

の
実
績
と
は
、
何
を
指
す
の
か
。

�

実
態
調
査
や
農
業
者
と
の
調
整
な

ど
の
活
動
実
績
と
、
策
定
す
る
目

標
値
に
対
す
る
成
果
実
績
で
あ
る
。

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

国
家
公
務
員
及
び
埼
玉
県
職
員
の
給

与
改
定
に
合
わ
せ
、
一
般
職
の
職
員
の

給
料
月
額
、
勤
勉
手
当
等
の
給
与
改
定

等
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

議案第６７号ＱＡ議案第７２号
　

平
成　

年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算

２８

（
第
３
号
）
及
び
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）
が
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

�

み
ど
り
の
保
全
事
業

�

若
葉
駅
西
口
の
高
木
の
落
ち
葉
等

の
管
理
と
根
に
よ
る
盛
り
上
が
り

の
安
全
管
理
は
。

�

都
市
施
設
保
全
課
長　

緑
化
を
図

り
つ
つ
、
通
常
の
剪
定
の
ほ
か
、

鶴
ヶ
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
清
掃
で
対
応
し
て
い
く
。

�
小
学
校
ト
イ
レ
改
修
事
業（
設
計
）

�

車
椅
子
へ
の
対
応
は
。

�

教
育
総
務
課
長　

各
校
に
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
設
計
段
階

で
車
椅
子
対
応
及
び
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
の
ト
イ
レ
の
設
置
を
検
討
す
る
。

�

ふ
る
さ
と
意
識
醸
成
事
業

�

つ
る
が
し
ま
郷
土
か
る
た
の
一
部

改
訂
分
（
２
０
０
０
組
）
の
配
布

先
の
内
訳
は
。

�

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課
長　

公
共

施
設
等
に
お
お
よ
そ
３
０
０
組
、

既
に
お
持
ち
の
方
の
差
し
替
え
分
に
７

０
０
組
、
残
り
１
０
０
０
組
は
在
庫
分

の
差
し
替
え
用
で
あ
る
。

ＱＡＱＡＱＡ介
護
保
険
特
別
会
計

�

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整
備
事
業

費
の
補
助
金
の
対
象
と
な
る
介
護

ロ
ボ
ッ
ト
と
は
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

要
介
護
者
の

ベ
ッ
ド
の
マ
ッ
ト
レ
ス
の
下
に
設

置
し
、
当
該
要
介
護
者
の
動
作
の
状
態

等
を
把
握
し
て
モ
ニ
タ
ー
に
映
し
出
し
、

見
守
り
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

ＱＡ


